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	第１ 　行政事業レビューの取組体制
	１ 　行政事業レビュー推進チーム
	(1) チームの構成
	(2) チームの取組
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	(2) レビューシートの作成主体
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	(2) チームは、外部有識者に対し、事業を点検する上での留意点等を周知し、外部有識者が適切な点検を行えるよう十分な情報を提供するとともに、外部有識者の要請に応じて資料等を提供する。
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	(5) チームは、外部有識者の所見を概算要求に向けての事業の検討において活用するとともに、外部有識者の所見と異なる対応を行う場合には、十分な説明責任を果たす。
	(6) チームは、外部有識者による点検終了後、レビューの取組全般について、外部有識者が公正取引委員会委員長に対して、講評を行う機会を設ける。

	３ 　公開プロセス（実施する場合）
	(1) チームは、事業の規模が大きいものなどのほか、公開の場で外部の視点による点検を行うことが有効と判断されるものを公開プロセスの候補事業とし、外部有識者の理解を得て対象事業を選定する。
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